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行政経費

スーパー中枢港湾プロジェクトの推進

【目標】 アジア主要港を凌ぐコスト・サービス水準の実現

・港湾コストは、釜山港・高雄港並みに約３割低減

・リードタイムは、現状３日程度をシンガポール並みの１日程度に短縮

【概要】

アジアの主要港を凌ぐコスト・サービス水準の実現を目標に、官民一体でＩＴ化等の施策

を先導的・実験的に展開し、次世代高規格コンテナターミナルの形成を図るスーパー中

枢港湾プロジェクトを引き続き推進する。

平成１８年度は、以下の新規制度の創設等を行う。

・埠頭公社の民営化に伴う無利子貸付制度及び償還額の平準化［新設］

・港湾機能の高度化に資する施設整備のための補助制度（鉄道積替施設）［拡充］

・内航フィーダーコンテナ輸送の利用促進に向けた社会実験の実施［継続］

非公共施設費港湾整備事業

現行ターミナル

個別の施設及
びオペレーショ
ンシステムに
よる運営

延
長
35
0m

奥行350m～400m

水深-14～15m

奥行奥行500m500m以上以上

延
長
延
長
1,
00
0
m

1,
00
0
m
以
上
以
上

水深水深--16m16m

他港へ横持ち輸送他港へ横持ち輸送

2424時間フルオープン時間フルオープン
支援施設（複合管理支援施設（複合管理
棟・夜間検査棟・夜間検査施設施設等）等）

共同デポ共同デポ

高規格荷役機械等高規格荷役機械等

コンテナターミナルの管理運営コンテナターミナルの管理運営
効率化のための埠頭公社の改効率化のための埠頭公社の改
革（無利子貸付制度、償還額革（無利子貸付制度、償還額
の平準化）の平準化）

鉄道積替施設鉄道積替施設
（非公共施設費）（非公共施設費）

地方部へ

次世代高規格コンテナターミナル

ターミナルシステムの統ターミナルシステムの統
合・大規模化、ＩＴ化等合・大規模化、ＩＴ化等

高規格コンテナ高規格コンテナ
ターミナルの整備ターミナルの整備 内航フィーダーコンテ内航フィーダーコンテ

ナ輸送ナ輸送の利用促進のの利用促進の
社会実験（行政経費）社会実験（行政経費）

ターミナル
の高規格化
・大規模化

【【次世代高規格コンテナターミナル形成支援事業次世代高規格コンテナターミナル形成支援事業】】
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阪
神
港

伊
勢
湾

京
浜
港

（四日市）

（ 東京 ）

（ 神戸 ）

（ 大阪 ）

（名古屋）

（ 横浜 ）

22年度

（２０１０）

21年度

（２００９）

20年度

（２００８）

19年度

（２００７）

18年度

（２００６）

17年度

（２００５）

16年度

（２００４）

阪
神
港

伊
勢
湾

京
浜
港

（四日市）

（ 東京 ）

（ 神戸 ）

（ 大阪 ）

（名古屋）

（ 横浜 ）

22年度

（２０１０）

21年度

（２００９）

20年度

（２００８）

19年度

（２００７）

18年度

（２００６）

17年度

（２００５）

16年度

（２００４）

共同デポ、荷役機械等の整備

ＰＣ－１８の整備
ターミナル完全供用ターミナル完全供用

オペレー
ター設立

オペレー
ター設立 11月認定11月認定 1月運営開始1月運営開始 目標達成予定目標達成予定

２４時間フルオープン支援施設、荷役機械等の整備

Ｃ－１２の整備等 ターミナル
完全供用

ターミナル
完全供用

オペレー
ター設立

オペレー
ター設立

11月認定11月認定 4月運営開始4月運営開始 目標達成予定目標達成予定

新ターミナルの整備

荷役機械、共同デポ、鉄道積替施設の整備

ターミナル完全供用ターミナル完全供用

オペレー
ター設立

オペレー
ター設立 ８月認定８月認定 12月運営開始12月運営開始 目標達成予定目標達成予定

オペレー
ター設立

オペレー
ター設立 認定・運営開始認定・運営開始

共同デポ、２４時間フルオープン支援施設、ヤードの拡張整備等

ターミナル
完全供用

ターミナル
完全供用

荷役機械、２４時間フルオープン支援施設、共同デポ等の整備
第１バースの整備

第２バースの整備

第３バースの整備

８月認定８月認定 12月運営開始12月運営開始 目標達成予定目標達成予定オペレーター
設立(H15d）

オペレーター
設立(H15d）

W80岸壁の整備

共同デポ、荷役機械等の整備

ターミナル暫定供用ターミナル暫定供用

オペレー
ター設立

オペレー
ター設立

12月認定・運営開始12月認定・運営開始 目標達成予定目標達成予定

W8１岸壁の整備等
ターミナル
完全供用

ターミナル
完全供用

ターミナル
暫定供用

ターミナル
暫定供用

ターミナル完全供用ターミナル完全供用

目標達成予定目標達成予定

スーパー中枢港湾プロジェクトの目標の早期達成

コスト・サービス水準について、横浜港では19年度、名古屋港、大阪港、神

戸港において21年度、東京港、四日市港では22年度の目標達成を目指す。

スーパー中枢港湾（東京港、横浜港、名古屋港、四日市港、大阪港、神戸港）及び

東京湾口航路における平成18年度予算の事業規模は約1,000億円（港湾整備事

業のおよそ４分の１を集中）

そのうち、スーパー中枢港湾プロジェクトの目標達成に直接資する事業への投資

は対前年度比約1.4倍へと大幅増

平成17年度 278億円 ⇒平成18年度 381億円（国費ベース）

コンテナ船の大型化に的確に対応した水深16ｍターミナル（我が国最大）を、17年

度の名古屋港、大阪港につづき、18年度は神戸港において新規着工

外貿埠頭公社の改革（民営化）を18年度より本格的に開始し、ターミナル運営を

さらに効率化

スーパー中枢港湾（東京港、横浜港、名古屋港、四日市港、大阪港、神戸港）及び

東京湾口航路における平成18年度予算の事業規模は約1,000億円（港湾整備事

業のおよそ４分の１を集中）

そのうち、スーパー中枢港湾プロジェクトの目標達成に直接資する事業への投資

は対前年度比約1.4倍へと大幅増

平成17年度 278億円 ⇒平成18年度 381億円（国費ベース）

コンテナ船の大型化に的確に対応した水深16ｍターミナル（我が国最大）を、17年

度の名古屋港、大阪港につづき、18年度は神戸港において新規着工

外貿埠頭公社の改革（民営化）を18年度より本格的に開始し、ターミナル運営を

さらに効率化

我が国の国際競争力の向上に直結するスーパー中枢港湾プロジェク
トの３～５年での目標※達成を確実なものとするため、整備促進・運営
効率化を図る。 ※）港湾コストを約３割低減、リードタイムを３～４日から１日程度まで短縮

東京湾口航路
整備完了
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経済のグローバル化に対応し、国際競争力強化及び環境負荷軽減を図るため、
中枢・中核国際港湾のコンテナターミナル背後において、港湾物流高度化基盤施
設（高度荷さばき施設及び附帯する基盤施設）の整備を支援し、流通加工機能等
の高度な物流サービスを提供する港湾ロジスティクス・ハブ（物流結節点）の形成
を推進する。

・港湾物流高度化基盤施設（高度荷さばき施設及び附帯する基盤施設）を
整備する第３セクターに対する無利子貸付制度の創設

指定特定重要港湾 ： 国 ３０％、 港湾管理者 ３０％

その他の中枢・中核国際港湾 ： 国 ２０％、 港湾管理者 ２０％
貸付比率

・中間輸送の削減
・リードタイムの短縮
・輸送コストの削減

海外生産地 消費地

港湾

ｺﾝﾃﾅ
ﾀｰﾐﾅﾙ

内陸流通拠点

港
湾

港湾ﾛｼﾞｽ
ﾃｨｸｽ･ﾊﾌﾞ

・流通加工機能
・在庫管理機能
・ジャストインタイム機能

ｺﾝﾃﾅ
ﾀｰﾐﾅﾙ

消費地海外生産地

港湾物流高度化基盤施設

高度荷さばき施設
及び附帯する基盤施設

【 概 要 】

【 効 果 】

・国際競争力強化
・環境負荷の軽減

港湾整備事業

港湾ロジスティクス・ハブ形成支援事業の創設
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港湾整備事業

耐震強化岸壁の緊急整備
～「耐震強化岸壁緊急整備プログラム」の策定～

【現状】

○港湾局では、耐震強化岸壁の整備をはじめとする大規模地
震対策を昭和50年代から推進してきた。しかしながら、大規
模地震発生時に緊急物資の海上からの輸送を担う耐震強
化岸壁の整備率は全国で54％程度（計画量 336バースに
対し、整備済・整備中の岸壁が183バース）にとどまってい
る（平成17年４月末時点）。

○低い整備率となっている要因として、通常岸壁と比較して耐
震強化岸壁の整備が高コストである点があげられている。

30m

300～500年に１度の最大級
地震に対しては被災より約１
週間後からの緊急物資の輸送
を担う

耐震強化岸壁
（特定）

耐震強化岸壁
（標準）

計画期間中に約50バースに新規着手(耐震強化岸壁（特定）、（標準）はほぼ半々）

【新たな対応】

○耐震強化岸壁を２種類に区分し適切に配置することで「早く」
「安価に」、そして「耐震強化岸壁緊急整備プログラム（平成18
～22年度）」に基づき、計画的・効率的に整備を促進する。

耐震強化岸壁の整備に当たっての課題
（平成17年度財務省予算執行調査に
おける港湾管理者アンケートより）

コ
ス
ト
が
高
い

岸壁利用者との
調整が必要

港内他施設との
優先順位

その他

38％

31％

21％

10％

20m

20m20m

通常岸壁

300～500年に１度
の地震では利用でき
ない

75年に１回の地震
では利用可能

25m

応急復旧により利用可能な
程度まで変位を許容

応急復旧

耐
震
強
化
岸
壁
の
区
分
イ
メ
ー
ジ

耐震強化岸壁緊急整備プログラム（平成18～22年度）

300～500年に１度
発生する、想定最大
地震時でも被災直後
から利用可能。※

100～150年に１度発生す
る地震時では被災直後から
利用可能。※

全国の耐震強化岸壁整備率は約70％へ向上
臨海都道府県の全てで耐震強化岸壁を整備（整備中の岸壁を含む）
耐震強化岸壁が存在しない港湾を30港解消
プログラム期間中に着手する耐震強化岸壁についてみると、必要バース全てを
（特定）で整備する場合に比較して概ね２割のコストを縮減

※）首都圏の事例

通常岸壁に比べ約４割増 通常岸壁に比べ約１割増

事業費の概略比較
（平成17年度調査による）

約２割縮減
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波浪観測と
情報伝達

海岸堤防
の整備

津波の挙動や浸水域を
示すマップの作成支援

水門の自動化等
開口部対策

水域・陸域にわたる
放置等禁止区域の指定

）
）
）
）
）
）
）
）
））
））
））
））

情
報
提
供

人口や産業が集積する港湾地区において、非常時の物流機

能を確保し、背後地域の安全と安心を保持するために、津波

対策を強力に推進

ソフト ハード

総合的な津波対策の推進

【概要】

・津波被害軽減に資する防波堤の整備 （久慈港他）

・津波の挙動や浸水域を示すマップの作成支援

〔※港湾施設改良費統合補助の拡充：津波対策支援事業の追加〕

・避難緑地（新宮港他）、避難路

・流出防止対策（釧路港他）

・水域・陸域にわたる放置等禁止区域の指定（港湾法改正を検討）

・海岸堤防の整備

・工事用ＧＰＳ波浪計が捕捉した波浪情報の関係機関への伝達（三陸沖他）

・水門の自動化、堤防護岸の破堤防止及びハザードマップ作成支援等

〔津波・高潮危機管理対策緊急事業の創設〕

【内容】

避難施設

海岸堤防等の
耐震調査等

流出防止対策

釧路港

久慈港

防波堤の整備

） ）
） ）

） ） ） ）

発信

港湾整備事業 海岸事業

工事用
GPS波浪計

工事用
GPS波浪計

関係機関における
津波情報の内容充実
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港湾整備事業

特定民間都市開発事業制度の拡充

【目的】

港湾再開発などに資する、民間事業者が行う民都法に基づく特定民間都市開発事をより一層推進する

ため、採択要件の緩和等、事業制度を拡充する。

【概要】

（１）三大都市圏の一定地域（港湾区域及び臨港地区）を事業対象とする地域要件に係る特例措置の

期限の３年間延長

（現行） 平成１８年３月３１日まで→（改訂）平成２１年３月３１日まで

（２）貸付等限度額の算定に係る特例措置（建築利便施設の整備費の全額算入）の期限の３年延長

（現行） 平成１８年３月３１日まで→（改訂）平成２１年３月３１日まで

建築利便施設の整備費
＋

都市利便施設の整備費
＋

公共施設の整備費

建築利便施設の整備費×1/2
＋

都市利便施設の整備費
＋

公共施設の整備費

拡大後拡大前

－貸付限度額の算定範囲－

公共施設 ：道路、広場、緑地等公共施設としての公開性が確保されている施設
都市利便施設 ：人工地盤、駐車場、旅客待合所等、周辺都市住居者等の利便に資する施設
建築利便施設 ：給排水施設、消防・避難施設等、建築物の利用者の利便に資する施設

特定民間都市開発事業について

自己資金

市中銀行からの

借り入れ等②

政策銀等

融資
総事業費の40％

①
民都機構
低利融資

公共施設等
整備費の範囲内
(但し総事業費
の50%以内)

土

地

・

建

築

物

－対象施設イメージ－

公共施設 その他施設

（注） ①②を併せて総事業費の70%まで借入可能

旅客乗降用施設

防波堤
緑地

道路・通路

旅客ターミナル施設

岸壁

－貸付制度概要－
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地域再生基盤強化交付金

港整備交付金の制度拡充

【目的】

平成17年度に創設された港整備交付金について、地方公共団体の要望に応えた制度の
拡充を行うことにより、地方公共団体からみて魅力があり、活用し易い制度にする。

【概要】

平成18年度より港整備交付金について下記の措置を講じる。

○ 離島において実施される事業に対する離島振興法と同等の交付率嵩上げ

（例） ・離島港湾における岸壁整備の交付率 10分の４ ⇒ 10分の６

・防波堤整備の交付率 10分の４ ⇒ 10分の８

○ 都道府県が港湾管理者である地方港湾の所在市町村による事業実施

○ 離島の地方港湾における交通機能（駐車場）用地の整備の交付対象化

離島を含む具体的事例（岡山県）

大多府漁港
浮桟橋整備

頭島漁港
浮桟橋整備

東備港
物揚場整備

離島航路

岡山県備前市日生地区

海の森づくり
推進事業区域
（漁場の育成）

五味の市
（年間約３０万人）

とうび

かしらじま

おおたふ

位置図

計画位置

岡山県地場産業である漁業支援計画

愛媛県、八幡浜市“みなとまち八幡浜”再生計画

香川県、丸亀市、詫間町さぬき瀬戸内みなと交流計画

作成主体計画名

離島を含む認定地域再生計画

16


